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第１章� 災害対策・防犯・市民生活
この章の施策の推進方針�

「安全・安心なまち」と実感できるように�

・災害活動を迅速、円滑に行う体制を構築するとともに、防災関連施設、資機材などの整

備に努めます。併せて、災害時に被害を最小限にするため、自主防災組織が行う防災活

動を支援していきます。また、あらゆる災害に対応するため、朝霞地区一部事務組合埼

玉県南西部消防本部が行う消防・救急業務を支援するとともに、消防団の充実を図りま

す。さらに、防犯では、警察など関係機関と連携を図るとともに、地域コミュニティに

よる防犯活動を推進します。消費生活では、消費者の自立の支援、消費者トラブルの防

止などのため、消費生活相談機能の向上、消費者教育※・啓発の推進、関係機関・団体と

の連携の強化に努めます。�

�

「子育てがしやすいまち」と実感できるように�

・災害時なども子どもの安全が守られ、また、子どもが犯罪や交通事故に遭うことのない

よう、安全な環境づくりに努めます。�

�

「つながりのある元気なまち」と実感できるように�

・地域での防災の取組を通じて、災害時に助け合えるまちの実現に努め、日頃の地域のつ

ながりを強化します。また、地域における生活の安全を守るため、地域での見守り活動

を支援します。�

�

「自然・環境に恵まれたまち」と実感できるように�

・自然・環境を活用した災害への対応や、犯罪を起こさせにくいまちづくりなど、地域環

境づくりを推進します。�

�
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消防出初め式

① 総合的な防災体制の強化

② 防災施設などの整備

① 防災意識の高揚
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③ 地域防災の連携
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② 防犯環境の整備

① 消費生活への支援

② 消費生活相談の充実

① 斎場の適正な管理運営

② 墓地の設置状況の把握

防災対策の推進 

消費者の自立支援の充実 

地域防災力の強化 
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防犯のまちづくりの推進 

安心できる葬祭の場の提供 

１ 防災・消防 

２ 生活 
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１�防災・消防防災・消防�

（１）防災対策の推進�

（２）地域防災力の強化� �

（３）消防体制の充実�
 

現状と課題�

●朝霞市地域防災計画に基づき、市域に係る災害対策全般に対し、総合的かつ計画的な防災行政を推進し、

市民の生命、身体及び財産を保護することを進めてきました。今後においても、全市的な防災・消防体制

の強化、関係機関との連携、協力体制を構築するとともに、防災行政無線などの施設、設備などの整備を

行う必要があります。�

●自助・共助の役割を担う自主防災組織の組織化により、地域防災力の向上に繋がっています。今後におい

ても引き続き組織化に努めるとともに、災害時に自主防災組織が、効果的な防災活動が行えるよう支援し

ていく必要があります。�

●消防救急業務は、平成 ��（����）年 �� 月から本市及び志木市、和光市、新座市で広域化され、朝霞

地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部で行っています。高齢化社会の到来や大規模災害の発生が懸念さ

れる中、引き続き、消防救急体制を支援していきます。また、災害時の防災、減災のため、地域防災の要

である消防団員を確保し、消防団員の災害対応能力の向上を図るとともに、消防団と自主防災組織との連

携を強化していく必要があります。�

�

目指す姿�
地震、豪雨などの災害時に被害軽減を図るために、活動体制や、防災体制が整備された災害に強いまちを

目指します。また、地域において、共助の理念のもと地域防災力の向上に積極的に取り組むまちを目指しま

す。�

�

具体的な施策�
�

（１）防災対策の推進� 主担当課：危機管理室�

�

①総合的な防災体制の強化�

●市民との協働※により、防災に関する課題の把握

や情報の共有化を積極的に進めます。地域防災

計画に基づき、災害種別や地域特性に考慮した

全市的な活動体制を確立するとともに、消防な

どの防災関係機関との連携や災害協定団体との

協力体制の整備に努め、総合的な防災体制の強

化を図ります。�

②防災施設などの整備�

●災害時の迅速な応急対策を行うため、防災行政

無線などの設備や備蓄食料、資機材などの整備、

充実を図ります。�

�

指標� 想定避難者数の ��� 日分の備蓄食料確保率�

地域防災計画に基づき市が備蓄すべき必要な総数�

現状値（年度）� Ｈ��年度目標値� Ｈ��年度目標値�

���％�

（���年度）�
���％� ���％�

注：平成��年度までは�日分。平成��年度からは���日分。�

成果指標の推移�

�
資料：危機管理室�
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関連する個別計画：� 地域防災計画（平成��年度～）�

国民保護計画（平成��年度～）�

�

（２）地域防災力の強化� 主担当課：危機管理室�

①防災意識の高揚�

●近年頻発している、地震、集中豪雨、竜巻など

の自然災害に対する防災意識を高めるととも

に、自助・共助の必要性を普及します。�

②自主防災活動の支援�

●災害時に被害を最小限にするため、自主防災組

織の組織化に努めます。また、災害時に自主防

災組織が、避難行動要支援者への適切な支援等

の防災活動を効果的に行えるよう、自主防災組

織連絡会議と意見交換や情報共有を図るとも

に、自主防災リーダーを育成します。さらに、

日頃から自主的に防災訓練などを実施できるよ

う支援するなど、自主防災組織を適切に維持し

活性化に努めます。�

③地域防災の連携�
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�
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現状値（年度）� Ｈ��年度目標値� Ｈ��年度目標値�

� ���団体／�

��団体�

（���年度）�

��団体／�

��団体�

��団体／�

��団体�

成果指標の推移�

�
注：平成��年度以前はデータなし�

資料：危機管理室�
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�
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（１）防災対策の推進�

（２）地域防災力の強化� �

（３）消防体制の充実�
 

現状と課題�

●朝霞市地域防災計画に基づき、市域に係る災害対策全般に対し、総合的かつ計画的な防災行政を推進し、

市民の生命、身体及び財産を保護することを進めてきました。今後においても、全市的な防災・消防体制

の強化、関係機関との連携、協力体制を構築するとともに、防災行政無線などの施設、設備などの整備を

行う必要があります。�

●自助・共助の役割を担う自主防災組織の組織化により、地域防災力の向上に繋がっています。今後におい
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携を強化していく必要があります。�

�

目指す姿�
地震、豪雨などの災害時に被害軽減を図るために、活動体制や、防災体制が整備された災害に強いまちを

目指します。また、地域において、共助の理念のもと地域防災力の向上に積極的に取り組むまちを目指しま

す。�

�

具体的な施策�
�

（１）防災対策の推進� 主担当課：危機管理室�

�

①総合的な防災体制の強化�
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充実を図ります。�

�

指標� 想定避難者数の ��� 日分の備蓄食料確保率�

地域防災計画に基づき市が備蓄すべき必要な総数�

現状値（年度）� Ｈ��年度目標値� Ｈ��年度目標値�

���％�

（���年度）�
���％� ���％�

注：平成��年度までは�日分。平成��年度からは���日分。�

成果指標の推移�

�
資料：危機管理室�
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２�生活生活�

（１）防犯のまちづくりの推進�

（２）消費者の自立支援の充実� �

（３）安心できる葬祭の場の提供 
 

現状と課題�

●犯罪の発生は減少傾向にありますが、今後も犯罪発生の抑止力として地域の見守りは重要であるため、市

民による防犯パトロールなど地域コミュニティによる活動の体制づくりに取り組む必要があります。�

●複雑・多様化する悪質商法、契約トラブル、製品事故など、消費者被害の未然防止、早期解決のため消費

生活相談窓口の周知や消費者の自立を支援する消費者教育※・啓発、情報提供に取り組む必要があります。�

●斎場は立地条件もよく安定して利用されていますが、葬儀形態の変化などに対応していくことが必要です。

また、今後も安心して利用できるように、老朽化の課題に取り組む必要があります。�

�

目指す姿�
犯罪発生の抑止力としての地域の防犯意識が高まり、地域コミュニティによる見守り活動が推進され、犯

罪などが起こりにくいまちを目指します。�

消費者に必要な情報、消費者教育※の機会が提供されるとともに、消費者被害の未然防止、被害回復のた

め消費生活相談を受けることができ、安心して消費生活を送れるまちを目指します。�

市民の葬祭が滞りなく行えるまちを目指します。�

�
�

具体的な施策�

（１）防犯のまちづくりの推進� 主担当課：危機管理室�

①防犯活動の充実�

●第３次防犯推進計画に基づいて、警察及び関係

機関との連携のもと、複雑巧妙化する犯罪など

の防犯情報を提供し、防犯意識の高揚に努めま

す。さらに、防犯パトロールやスクールガード※

による地域の自主的な防犯活動の支援に努めま

す。�

②防犯環境の整備�

●防犯灯や道路照明灯を適正に設置するほか、危

険箇所を把握し対応するなど、安心で安全なま

ちづくりを推進します。�

●高齢化や核家族化の進展とともに、顕在化しつ

つある管理不全な空き家等の問題を改善できる

ように取り組み、市民の良好な生活環境を確保

するように努めます。�

�

指標� 市内における刑法犯認知件数※�

埼玉県警察本部が公表した市内発生街頭犯罪などの認知件数�

現状値（年）� Ｈ��年度目標値� Ｈ��年度目標値�

�����件�

（Ｈ��年）�

第３次防犯推進�

計画実施計画�

による�

‐�

成果指標の推移�

�
注：朝霞市内の数字�

資料：朝霞警察署�

�
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関連する個別計画：� 第 �次朝霞市防犯推進計画（平成 ��年度～）�

�

�

（２）消費者の自立支援の充実� 主担当課：地域づくり支援課�

①消費生活への支援�

●消費者の自立を支援するため、消費者教育※・啓

発活動を推進し、消費者教室など消費生活につ

いて学ぶ機会や、関係機関と連携した消費生活

に関する情報の提供等に努めます。�

●有資格者による消費生活相談を実施し、消費者

の支援に努めます。�

②消費生活相談の充実�
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生活相談に対応する相談員の能力向上、関係機

関・団体との連携強化等に努めます。�

�

指標� 消費生活相談件数

消費生活に関する年間の相談件数�

現状値（年度）� Ｈ��年度目標値� Ｈ��年度目標値�

���件�

（Ｈ��年度）�
���件� ���件�

成果指標の推移�

�
資料：地域づくり支援課�

（３）安心できる葬祭の場の提供� 主担当課：地域づくり支援課�
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ど、今後も安心して利用できるように、適切な

改修を行います。�

②墓地の設置状況の把握�

●将来的な人口推移に対する市内における墓地の

設置状況の把握に努めます。�

�

�

指標� 斎場利用率

斎場の利用可能枠に対する利用率�
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����％�
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������ ������

成果指標の推移�

�
資料：地域づくり支援課�
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